
◆4 番（平野利和君） 皆さん、おはようございます。公明党の平野利和です。議長のお許

しをいただきましたので、質問に入らせていただきます。交通網の整備についてです。 

 地域高規格道路島原道路について。新市長、金澤市長の施政方針の発表がありました。最

初の質問は、その中からの質問です。施政方針に地域高規格道路島原道路の愛野森山バイパ

スにつきましては、平成 25 年度末に完成予定で工事が進められております。また、吾妻愛

野バイパスにつきましては、平成 23 年度に事業認可がされ、測量等が行われておりますと

あります。吾妻町から島原市に向かう道路はいつごろの開通になるのか。毎年、島原市にて

島原道路開通の要望集会が行われておりますが、市民の皆様より全線開通はいつごろにな

るのかの問い合わせがあります。全線開通の見通しをお示しください。 

 通告しておりますあとの質問においては、自席にて質問させていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○議長（井上武久君） 金澤市長。 

◎市長（金澤秀三郎君） 平野利和議員の御質問にお答えいたします。 

 交通網の整備についてのお尋ねですが、現在、地域高規格道路島原道路は国及び県により

南島原市深江町から諫早インターチェンジまでを自動車専用道路として整備が行われてい

る状況でございます。繰り返しになりますが、雲仙市内の整備状況につきましては、愛野町

から森山町までの区間、愛野森山バイパスにつきましては平成 25 年度中の供用開始に向け

て、現在、工事が進められており、また、吾妻町から愛野町までの区間、吾妻愛野バイパス

につきましては平成 23 年度から事業に着手されており、平成 29 年度の完了予定となって

おります。 

 御質問のありました吾妻町から島原市までの区間につきまして、それぞれの区間につい

て現状の報告を申し上げます。 

 吾妻町から島原市有明までの区間、約 15.0km につきましては計画路線となっており、現

在、事業実施については未定となっております。島原市有明から出平までの区間約 3.0km に

ついては、地元説明会も開催され、現在、広域農道併走案で計画がなされている状況で、平

成 24 年度から事業に着手されております。島原市出平から南島原市深江までにつきまして

は、昨年 10 月 8 日、島原中央道路工区が開通し、現在 11.3km が供用中となっております。

今後も島原道路の早期完成を目指し、国、県と協力しながら事業推進に努めたいと考えてお

ります。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 吾妻町から有明まではまだ未計画だと、未定ということであります

が、そういう活動も今行われてますので、ぜひ早く見通しができるようにお願いしたいと思

います。 

 これも昨日も同僚議員の質問がありましたが、もう一つの懸案事項、愛野小浜バイパスに

ついて、雲仙市も含め半島 3 市で一緒になって要望活動が行われておりますが、金澤市長

の施政方針の中では触れられておりませんでしたので、市長のお考えを尋ねたかったので



すが、昨日、大まかな考えは理解できました。しかし、この道路は必要と考えますので、再

度質問をいたします。 

 私が昨年の 6 月議会、9 月議会と県央広域圏の救急車の件で前市長にしつこくしつこく食

い下がりましたが、やっぱりこのことも昨日言われましたけども、2 月 4 日にマイクロバス

の絡む交通事故が発生し、国道 57 号は何時間にもわたる通行どめがあっております。災害

が起きた場合、緊急を要するときなど、この愛野小浜バイパス構想は必要と考えます。市長

としての今後の取り組みをお聞きしたいのですが、昨日の答弁で引き続き要望していくと

の答えでしたのですが、県知事は、この道路は費用対効果が望めないとして一貫しておっし

ゃっております。市長はどのように、この費用対効果の件でお考えでしょうか、お尋ねいた

します。 

 我が公明党の太田国土交通大臣は、その地域の実情に合わせて検討すべきであると述べ

ております。必要でない道路はもちろんつくるべきではありませんが、この道路は島原半島

西側住民の命がかかっていると思います。農産物の出荷時のトラックの増加、観光シーズン

の通行車両の増加、かたくなな国、県を説得し、必要な道路はつくるべきと考えますが、も

う一度市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（井上武久君） 金澤市長。 

◎市長（金澤秀三郎君） 県のほうで非常に荒っぽいルート案をつくってＢバイＣを計算し

たところ、その数値が非常に低かったというふうに私自身も聞き及んでおります。その上で、

今、改めて、いわゆる新しい、従来は走行時間の短縮、走行経費の減少、交通事故の減少、

こういったことで効果分析がなされていた。これに対して、新しく救急救命率の計上、観光

客増加等による地域振興とか、環境負担の軽減とか、こういう新しい効果を算定できるよう

な要素を盛り込むべきではないかという議論が、今、重ねられておるというふうに認識をい

たしております。  

 重ねて、要望活動については、繰り返しになりますが、取り組んでまいりたいというふう

に思っております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 要望活動は確かに必要と考えますが、この構想を実現する方向に向

けるには、どのような方法をお考えですか。おとといの県議会の委員会でも議論がなされて

おります。今年より検討委員会で話をするということで私が情報を入れておりますが、そう

いう要望活動といいますか、この実現をするために、雲仙市としてどのような行動をとって

いくかというのをお尋ねいたします。 

○議長（井上武久君） 金澤市長。 

◎市長（金澤秀三郎君） 従来までの要望が、私が手元にいただいている資料によると、平

成 11 年度から毎年 1 回、延べ 70 回以上行われておりまして、その要望先が国、国会議員、

長崎県、長崎県議会、もう議員御案内のとおり、前回の総選挙で、また政権交代が行われて、

政権与党に対しても、また地元の実情をよく知る半島出身の国会議員が 2 名誕生されまし



たので、また改めてそういう観点から要望活動を行ってまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） この公共事業といいますか、昨日、国会の衆議院、会議で命を守る

公共事業としてうちの井上幹事長がこう述べています。常に自然災害の脅威にさらされて

ている我が国にとって国民の生命と財産を守るための社会基盤の整備は最重要課題の一つ

ですと。公共事業の推進に当たっては国民の命を守る視点を一層明確にすべきと考えてお

りますということを昨日述べております。 

 私が、やっぱり必要なところを、命を守るということは絶対大事だと思いますので、そう

いう道路、西側は特に 1 本しかありませんので、とにかくそういう実現に向けて要望をお

願いしたいと思っております。野口建設整備部長、昨日の同僚議員の木場山領線の代替道路、

このことで 5ｍ幅員との答弁でしたが、確認です。間違いないですか、5ｍですか。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） はい、5ｍでございます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 国道 57 号の代替道路として 5ｍは不十分と考えます。かえって渋

滞の原因となると思うんですよ。離合できない。常識的に考えて、中央線のある道路が必要

じゃないのかなと思います。せっかくお金をかけて道路をつくるんであれば、特例債とか使

って広い道路をつくるべきと考えますが、命の道路として、今、拡幅工事といいますか、道

路工事が行われますが、建設整備部長は今のままでいいとお考えでしょうか。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） 本路線につきましては、山領地区と木場地区を結ぶ道路で

ございます。それと国道 57 号が災害等により通行できなくなった場合の迂回路として計画

しております。この事業につきましては、国の補助事業により実施しております。 

 幅員につきましては、平常時は国道を通行するものと考えております。それで、平常時の

交通量を出したときに、山領地区及び木場地区の地域間の交通量を考えております。そのと

きの推計の交通量が約 437 台と推計しております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） わかりました。それはわかるんですよ。国道 57 号は通るんでしょ

う。だから国道 57 号がとまったときに、それは迂回路でしょう。迂回路であれば、そこに

集中しますよね。集中するんであれば、5ｍでは私は足らないんじゃないかという考えを持

ってるわけですよ。昨日、話を聞いてですね。担当副市長、どうお考えですか。 

○議長（井上武久君） 境川副市長。 

◎副市長（境川秀生君） 今、木場山領線の幅員の問題で御提案があっておりますけれども、

今、幅員の 5ｍについては私も確認をいたしております。 

 私のこの愛野小浜区間の改良についての考え方ですけれども、私はまず、第一につきまし



ては、国道 57 号の整備、これを最優先に、今、考えて仕事をさせていただいております。

そしてその中で、やはり先ほどから平野議員がおっしゃるように、国道が一つしかない、そ

ういうことで、どうしても交通事故、あるいは緊急時、あるいは災害時に代替路がないと、

そういうことでありますので、ぜひこの代替路としてこの愛野小浜バイパスを今お願いを

しているところでございます。どうしても、やはり今おっしゃいますように、一つの国道だ

けではやはりどうしても市民の皆様に不安があると。ですから、ぜひこの新しいバイパスを

もう一つつくってほしいというのが基本的な二つ目の考え方であります。 

 しかし、今、御承知のように、大変厳しい状況であります。そういう中でありますので、

市としてできるものは何があるかということで、今、市内にある市道、それから、今、工事

をしております山領線、こういったものを整理しております。ですから、これはあくまでも

国道 57 号の代替路として、あるいは緊急時にどうしても通らなければならないということ

で整備をさせていただいておりますので、そういった意味での位置づけで、今、この木場山

領線というのは位置づけをいたしております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） ですから、国道 57 号がとまった場合に、そこ、代替路でしょう。

だからそこに集中するわけですよ。集中したらそこが通れなくなるから狭いんじゃないで

すかという私の論調なんですけど。 

 国道 57 号の整備を進めてるとおっしゃいましたけど、具体的にどういうふうにされよう

と考えてるんですか。 

○議長（井上武久君） 境川副市長。 

◎副市長（境川秀生君） 今、私が確認をいたしておりますのは、具体的に工事をされてお

りましたのは愛野展望台から千々石に登録分の視距改良工事ですね。これが一つ、今、行わ

れている途中でございます。 

 そして今度は、新たに行われますのは、小浜から雲仙に登る途中の歩道の整備が今年度か

ら計画をされているということをお聞きいたしております。 

 そしてこの国道 57 号の要望につきましては、同じように私も国あるいは県にも要望をい

たしておりますので、あわせて、さらにこの危険な場所の拡幅、そういったものもお願いを

しているところでございます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 5ｍはどうしても広くならないのかなというところは、まだ食い下

がりますけども。 

 それで、もう一つ、国道 57 号がとまった場合、富津のほうから抜ける道が、猿場さんの

ほうに抜ける道があるんですが、そこの改良とかは考えておられませんか。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） 現時点での改良計画はございませんけども、道路の維持管

理を適正に努めることによって、安全に通行できるように確保していきたいと考えており



ます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 道路のことは本当に、とにかく命を守るということで、私は考える

もんですから、とにかく皆さんの、住民の西側の方たちのことを考えていただいて、ぜひ実

現するようにお願いしたいと思います。 

 次に移ります。 

 次に、福祉施策についてであります。 

 市長施政方針の中で安心できる高齢社会の実現についてで、今までの事業をこれからも

取り組んでいく旨、述べられておりますが、高齢化率のアップが避けられない今後の取り組

みをどのようにして乗り越えようとお考えなのか、それに障がいを持った方たちへの支援

をどのように考えておられるのか、金澤市長の市政の特徴をお聞かせください。 

○議長（井上武久君） 金澤市長。 

◎市長（金澤秀三郎君） 高齢者・障がい者支援と、福祉の向上についてのお尋ねでござい

ますが、近年の社会状況の変化に伴い、高齢者・障がい者等を取り巻く環境は厳しいものが

ございます。少子高齢化や核家族化などにより、高齢者のみの世帯、また、高齢者のひとり

暮らし世帯が年々増加しておりますことは本市においても同様の状況であると認識してお

ります。 

 また、地域社会の形態が変化し、個人の価値観の多様化などにより、家族や地域で助け合

い、支え合うという相互扶助機能が弱体化し、地域のコミュニティも希薄化していると言わ

れており、孤独死や虐待など、生活上のさまざまな課題や問題は複雑多様化し、これまでの

公的サービスだけでは対応できない課題などが生じております。 

 このような中で、雲仙市総合計画審議会委員を初め市民皆様の意見を反映し、市民と行政

が一体となって活力と魅力あるまちづくりを実現するため策定された雲仙市総合計画の基

本方針、笑顔いっぱいの健康と福祉づくりを念頭に置き、福祉施策を実施してまいりたいと

考えております。 

 さらに、雲仙市総合計画を具現化するために、平成 23 年度に策定されました雲仙市地域

福祉計画をもとに地域で支え合う仕組みを構築し、市民・関係団体・行政の協働により地域

における福祉活動を積極的に推進し、取り組んでまいります。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 市長のお考えは今述べられたとおりだと思います。また、6 月、9 月

議会、またこのことをもとに質問させていただきたいと思います。 

 成年後見制度についても触れられておりますが、私は高齢者だけではなく、この制度は障

がいを持った方たち、また、御家族の心配を軽くする上でぜひ取り組んでほしいと願ってお

ります。 

 市民の方からの御相談で後見人制度を勉強しました。南島原市の社会福祉協議会で行わ

れていることを知り、南島原市社会福祉協議会に伺って話を聞かせていただきました。丁寧



に説明いただき、理解できましたが、まだスタートしたばかりで実績は途中の段階です。南

島原市で行っていて、なぜ雲仙市にないのかという市民からのお尋ねでした。この制度があ

るとないとでは、そういう方々の安心度は全然違ってくると考えます。どのように取り組む

のか、説明をお願いいたします。 

○議長（井上武久君） 本多市民福祉部長。 

◎市民福祉部長（本多周太君） 成年後見制度をどのように今後取り組んでいくのかという

ことでございます。 

 これにつきましては、まず、制度の概要ということで説明させていただいて（「簡単にお

願いします。」と言う者あり）はい。まず、成年後見制度というのは知的障がいとか、ある

いは精神障がい、認知症などにより判断能力が十分でない、不利益をこうむらないように家

庭裁判所において申し立てをし、その方を援助する人をつけてもらう制度というのが成年

後見制度でございます。 

 本市の現在の状況といたしまして、平成 21 年度に 1 回主張申し立てを受けた経緯がござ

います。また、申し立ての費用とか、後見人への報酬を支払うことができない方への助成制

度として成年後見制度利用支援事業ということを実施しておるわけですけども、これにつ

いて、十分市民に周知が行ってなかったということでございます。 

 それで、今後の取り組みということで、市といたしましては、広報紙やホームページへの

掲載はもちろんのこと、身体障害者福祉協会や手をつなぐ育成会、それから特別支援学校の

保護者会の会合の折に制度の説明を行って周知に努めてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 また、成年後見制度が必要な方へ相談窓口への案内等ができるよう、障がいのある方や高

齢者等の要援護者の世帯状況を把握しやすい立場にある民生委員の方々へ、あるいは成年

後見制度に関する研修会の開催を実施していこうというふうに考えております。 

 それから、さらにふだんから障がいのある方への相談を専門的に受ける障害者相談支援

事業所や、高齢者世帯とのかかわりがある社会福祉協議会、それから、介護事業者や地域包

括支援センターと協力をいたしまして、成年後見制度が必要な方への把握に努めて相談先

として司法書士会などを御案内できるような仕組みを構築していきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） じゃあ、今、成年後見制度を推進をしていくというような形で考え

ていいですか。 

○議長（井上武久君） 本多市民福祉部長。 

◎市民福祉部長（本多周太君） 考えていただいてよろしいです。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 了解しました。 



 次に、防犯・街路灯の現状についてお尋ねします。 

 防犯・街路灯と通告しておりましたが、防犯灯に絞って質問したいと思います。議長、よ

ろしいでしょうか。 

○議長（井上武久君） はい、どうぞ。平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 君）雲仙市内に防犯灯はどれぐらいあって電気代はどれぐらいかか

っているか、現状をお尋ねします。 

○議長（井上武久君） 菅市民生活部長。 

◎市民生活部長（菅勇二君） 防犯灯についてのお尋ねでございますけれども、市が管理し

てる防犯灯が 330 ほどございます。それと、ほとんどが自治会が管理してる、この防犯灯

が 3,360 ほどございます。そして今申し上げましたのは、平成 23 年度まででございますけ

れども、本年、平成 24 年度につきましては、新しく 40 基ほど設置をされて、計 3,730 基

ほどということになろうかと思っております。 

 それと、市が管理します年間電気料でございますが、158 万円ほどになっております。 

 それと、自治会が管理する防犯灯の電気料が 1,028 万円ほどということでございまして、

この自治会につきましては、防犯灯の電気料に対します 3 分の 2 の補助を支出するという

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 防犯灯のことにちょっと絞りましたけども、私は省エネルギーの施

策の一つは、ＬＥＤ照明の全国的普及と考えております。電力多消費の我が国においては逼

迫する電力事情を背景に、省エネ対策として公共施設のＬＥＤ照明の導入は積極的に検討

すべき課題であると私は考えます。 

 また、ＬＥＤ照明の導入は電気料金値上げによる財政負担の軽減を図ることにも繋がり

ます。しかし、ＬＥＤ照明の切り替えとなると照明器具が高価なため、予算確保が難しいと

見られています。また、導入できても初期費用は重い負担とならざるを得ません。逼迫する

電力事情と省エネ対策を推進するために、こうした課題を克服していかねばなりません。 

 その一つの手法として、民間資金を活用したリース方式によって公共施設へのＬＥＤ照

明導入を進める動きがあります。リース方式を活用することによる、新たな予算措置をする

ことなく電気料金の節減相当分でリース料金を賄うことを可能とするものです。 

 島原市は平成 22 年度から平成 23 年度にかけてＬＥＤ交換事業を行っております。これ

も防犯灯なんですけれども、総事業費 2,729 万 1 千円、補助金 2,600 万円。電気代を紹介す

ると、交換前の電気代月 73 万 102 円かかっていたのが、交換後、月 50 万 7,470 円に下が

っております。実に 22 万 2,632 円マイナスになっております。 

 雲仙市市役所全体で考えると、さまざまな電気料金があり、べらぼうな数字になるかと思

いましたので、防犯灯に絞らせてもらいました。電気料金も値上げするような報道もあり、

電気料削減になると思いますが、ＬＥＤ照明交換を検討してもらいたいと私は思っており



ます。長崎県も導入を検討するという答弁もこの 2 月議会で新聞紙上に載っておりました

が、答弁をお願いいたします。 

○議長（井上武久君） 菅市民生活部長。 

◎市民生活部長（菅勇二君） 議員おっしゃるとおりでございまして、確かに省エネという

ことで、今、発光ダイオードのそういった明かりを推進するということでございますけども、

実は 1 年ほど前に契約の九州電力に照会しまして調べていただきましたけども、防犯灯に

ついては契約が定額電灯契約というのと公衆街路灯Ａ契約というのが二通りありまして、

この契約の中で 20ｗ、蛍光管が 20ｗですね、これが最低の契約だということになっており

ました。ですから、ほとんどがこの最低の契約でやってきておりましたけれども、この発光

ダイオードが出まして、1 年ほど前から九州電力も 10ｗの契約を出してきたわけでござい

ます。ですから、ここの部分で若干といいますか、差が出てきたということでございます。 

 そういったことで、本市におきましても 100 基ほどのこういった発光ダイオードの導入

を現在行っております。今後ともこのＬＥＤの設置に向けて補助の要綱を整備していきた

いということでございます。平成 25 年度から導入に向けて整備をするということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） ぜひ、電気料の削減のために導入を考えていただきたいと思います。

市役所も増築とかいろんな形で考えられてるようですので。 

 次に、教育施策についてお尋ねいたします。 

 昨年から今年にかけて、高校のクラブ活動の体罰の問題が取り上げられております。昨日

も質問に出ておりますが、雲仙市の小学校社会体育、中学校の部活動の現状はどのようにな

っておりますか。体罰の報告があっているのか、ないのか、お尋ねいたします。 

○議長（井上武久君） 山野教育長。 

◎教育長（山野義一君） 部活動等におきまして、この体罰の事実を確認いたしましたので、

厳重注意などを行い、その数件の案件につきましては、私たちが厳重注意等の指導を行った

案件について、県のほうにも報告をいたしております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 指導というのは難しいかもしれません。ここに、昨日も紹介をちょ

っとどなたかされておりましたが、巨人軍の桑田真澄さんが西日本新聞に載せておられま

す。本来、スポーツにおいて乗り越えなくてはならないのは自分自身、人から何かをされて

強くなるのではない。スポーツには体力と技術力と精神力が必要なのであって、根性では勝

てない。指導者は子供たちがなぜうまくいかないのか、ともに悩んでほしい。うまくいくた

めのヒントを与えるのが指導者だということが書いてあります。 

 長崎県教育委員会は県下の小・中学校にアンケートを行うように報道があっております。

雲仙市ではどのようになっておりますか。アンケート結果はされているのでしょうか、公表



されるのでしょうか、そこら辺をお尋ねいたします。 

○議長（井上武久君） 山野教育長。 

◎教育長（山野義一君） 今、文部科学省から県教委を通してアンケート、今、報告いたし

ましたのは 1 次調査です。今度また 2 次調査が各家庭、子供たちや家庭に対して、また教

職員に対してなされております。この 1 次調査につきましては、県教委へ、私たちはその件

数と内容について報告いたし、先日、県教委のほうから、その実態について新聞報道がなさ

れたと思っております。私たちは、その県教委が公表した範囲でしか、私たちもこの公表で

すかね。だから県は当然全県下での公表をいたしておりますので、それで私たちも対応して

いきたいなと考えております。だから、雲仙市としての公表は考えておりません。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 雲仙市としての公表は考えてない。例えばどういうような事案があ

ったとか、そういうことは、固有名詞じゃなくて、そういう事案がありましたよとか、そう

いうことは、私は保護者、また学校に知らせるべきじゃないのかなと思うんですが、いかが

ですか。 

○議長（井上武久君） 山野教育長。 

◎教育長（山野義一君） そういうことを知らせることによって、例えば 2 次被害ですか

ね、その子供が特定できたり、されたりいたしますので。私たちは、そのことに対しては保

護者、また子供たちとも十分、何というか、和解といいますかね、がなされ、また十分な指

導がなされて、またその本人もすごく反省もしておりますので、そのことについて改めて公

表するということになりましたら、またそれが特定されたり、その子供たちにいろんな視線

が向けられるようなことが想定されますので、今のところは、それは考えておりません。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） それはわかります。ただ、子供さんたちのことに直じゃなくて、こ

ういう指導者の中でこういうことがあったよということだけは、指導はされてるんでしょ

う。 

○議長（井上武久君） 山野教育長。 

◎教育長（山野義一君） 当然です。特に、全県下でそういう件数と内容に対して公表され

ておりますので、それを真摯に受けとめて、当然、学校現場におる職員も十分反省するし、

これまでのあり方を反省し、今後、そういう子供たちの指導が部活動においても、社会体育

においても、学校現場においても当然改善されていかなければいけないし、私たちも厳にそ

ういうことに対しては指導してまいりたいと思っております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 私も体罰と一言では言えない事情もあると思うんですが、私はしつ

けとは、まず第一に保護者、そして学校と地域、この三者がきちんと連携をして子供たちを

育てる。このことが大事だと私は考えます。特にこの雲仙市はそういうことが、まだまだ希

望が持てることじゃないのかなという思いを持っています。 



 これも紹介させていただきたいんですが、うちの公明党の代表が、所信表明のところに、

本来、子供たちにとって学校は豊かな心をはぐくみ、学びの場である。教師こそ最大の教育

現場であるはずです。教育の原点は子供たちの幸福であり、安心して教育を受けられる体制

づくりが、今、我々も求められているということをおっしゃっております。教育委員会とし

て、その教育、また、いじめとか体罰とかいろんなことがありますので、そういうことの基

本、新しく教育長になられた山野教育長ですから、そこら辺、ちょっと一言お願いできませ

んか。 

○議長（井上武久君） 山野教育長。 

◎教育長（山野義一君） 一言と言われると、やっぱり、私（「短く。」と言う者あり）慈愛

ですね。慈愛です。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） ありがとうございました。時間がないもんですから。 

 2 番目に、児童・生徒の健康についてです。 

 これも新聞を見て勉強させてもらったんですが、あいうべ体操といって、これ、インフル

エンザと風邪予防の記事が載っておりました。この体操を行っているのが隣の南島原市立

口之津小学校と小林小学校でした。すぐさまうちの議員に連絡をとって視察をさせてもら

うようお願いをし、行ってきました。8 時 15 分から 10 分間、「あいうべ」という体操をや

ってきました。また後日、口之津小学校で行われた考案者の先生が講演をしてくださるとい

うことで、保護者の皆さんと生徒と勉強をしてきました。この体操は、あごの筋肉を強くす

ることによって「べー」と舌を出す。口呼吸から鼻呼吸にして、空気中の雑菌を鼻の粘膜で

ブロックし、体内に雑菌の進入を防ぐ目的で考案されたものです。口之津小学校で視察した

ときには学級閉鎖、学年閉鎖はゼロでした。今日の新聞にも島原市とか学級閉鎖があったと

書いてありましたけど、医療費が少なくなれば、毎回のように、この議会で国民健康保険税

のことが取りざたされております。負担が軽くなるのではないかと思います。 

 ですから、このあいうべ体操を研究し、導入しませんか。雲仙市内の高齢者が通う福祉施

設はお年寄りさんが「あいうべ」と言うことで、その運動をやってるそうです。子供を守る、

高齢者を守ることができる、これは無料です。その効果は医療的にも国保税にも関係してく

ると私は思いますが、いかがでしょうか。風邪予防だけではなく、おとといと昨日も取り上

げておられます、アレルギーも改善するということがこの新聞に載っております。その先生

もおっしゃっております。導入いただけませんでしょうか。答弁をお願いいたします。 

○議長（井上武久君） 山野教育長。 

◎教育長（山野義一君） 貴重な情報を提供いただきましたので、ぜひインフルエンザ等の

予防策の一つとして、学校に紹介していきたいと思います。私も平野利和議員からそのあい

うべ体操について伝授を受けたいと思っております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 私が伝授いたしましょう。 



 関連して、児童・生徒の健康を守ることとして、夏の熱中症問題があります。ここに文部

科学省の学校環境衛生基準というのがあります。この中に教室の温度、10 度以上 30 度以下

であることが望ましいと書いてあります。 

 先日、寄附金による扇風機が各教室に 2 台設置してある土黒小学校を見学し、お話も伺

ってきました。子供たちは大変喜んでいて効果も上がっているようです。2 度から 3 度下が

るそうです。扇風機ならば電気代もびっくりするほどかからないと思います。 

 もう今、2 回になりましたけども、中学校議会でクーラー設置の要望がありましたよね。

このクーラーは若干機械も高いし、電気料も食うと思うんですが、扇風機ならば 28 校に、

小・中学校に扇風機を設置されたらどうかなと思うんですが、お尋ねいたします。 

○議長（井上武久君） 山野教育長。 

◎教育長（山野義一君） せっかくその御寄附により土黒小学校に扇風機がつけられました

ので、私もすぐ、昨年の夏に調査を依頼いたしました。そこで、寄せられたその調査結果で

すけど、やはり 28 度から 30 度のときに扇風機をつけると子供たちが大変気持ちよく学習

できたと。暑さを感じるのが気温と湿度と気流ですので、そこに空気を流すことによって、

そういう、大変効果も得られておりますので、もう少し土黒小学校にお願いして、では、扇

風機をつけてるところとつけてないところではどうなのか、そういうところのちょっと調

査をいたしまして、このことについては大変効果も上がっておりますので、ちょっと研究し

てみる必要があるかなと考えております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） よろしくお願いいたします。 

 次に、観光振興についてです。 

 2 月 20 日に鍋島邸長屋門の改修落成式がありました。市長の方針でも市内外に国の重要

文化財である旧鍋島邸住宅の存在感や文化の重要性をＰＲしていきたいとの旨がありまし

た。具体的に、担当課として、どのように観光につなげていこうとお考えなのか、お尋ねい

たします。 

○議長（井上武久君） 岸川観光物産まちづくり推進本部長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（岸川孝君） 今、平野利和議員が申されましたとおり、

鍋島邸は国指定の重要文化財でございまして、担当課と言われましたけれども、担当課は教

育委員会のほうでございまして、私たちは観光の面から話をさせていただければと思って

おります。 

 鍋島邸は先月の 27 日には、平成 16 年の 12 月に一般公開をされたということですけど

も、来場者が 10 万人を突破したということでございまして、市にとりましては多くの観光

客が訪れる、大変貴重な観光スポットであるというふうに認識をしております。（「今後。」

と言う者あり）はい。今年 8 月末には母屋などの改修も完了し、秋ごろには鍋島邸内部の公

開も計画をされていると伺っております。 

 長屋門の改修工事については先ほど議員も申されましたけれども、27 日に改修が終わり



まして、お客さんが大変多かったと。私も 3 日の日にですね。（「今後。」と言う者あり）そ

れもちょっと関係するもんですから。3 日の日に行きましたら、ＪＲウオークも一緒になっ

とったもんですから、1,300 人ぐらいの入場者があったと。4 月から。（「議長、時間がない

んで、観光につなげる考えを教えてください。」と言う者あり） 

○議長（井上武久君） 質問されたように答弁しなさい。岸川観光物産まちづくり推進本部

長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（岸川孝君） はい。そしたら鍋島邸内部の公開が実施を

されるとなりますと、また観光客誘致に大きく寄与すると期待をしておりますので、今後も

教育委員会と連携をして、観光面での活用を図ってまいりたいと思っております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 私は、どのように観光につなげていこうという、尋ねたんです。教

育委員会と連携をして、それは確かに観光、ＰＲしていかないといけないんでしょうけれど

も、観光課としてどのようにつなげていきますかということを私は聞きたかったもんです

から。また後で聞きます。 

 この鍋島邸は、周りはちょっといろんな形で皆さんの苦情も入っております。周りの住宅

の配慮、観光客が、あそこ、住んでおられますので、配慮とか昨日、坂本弘樹議員が質問を

されました駐車場のこととか、そういうことはどういうお考えでしょうか。 

○議長（井上武久君） 岸川観光物産まちづくり推進本部長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（岸川孝君） 議員御指摘のとおり神代の周りの風致地区

につきましては、居住区ということになっておりまして、観光での活用につきましては、そ

の観光客によります地域住民のプライバシーの侵害の問題も懸念されるということで、観

光ガイドによります町歩きによって観光客の受け入れを行うように、ガイドの養成に努め

ているところでございます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 駐車場の整備のほうもお願いいたします。 

 小浜町の地熱発電の件もちょっと聞きたかったんですが、時間がありませんので、観光顧

問についてお尋ねいたします。 

 昨年 4 月から観光振興顧問を設置し、前の観光物産まちづくり推進本部長が任命されて

おりますが、どのような効果が上がったのか。平成 25 年度も引き続き顧問の席は続けられ

るのか、担当の観光物産まちづくり推進本部長にお尋ねいたします。 

○議長（井上武久君） 岸川観光物産まちづくり推進本部長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（岸川孝君） 顧問の実績でございますけども、顧問につ

きましては昨年度まで観光物産まちづくり推進本部長として、特に専門である観光を中心

に、観光物産全般の牽引役として粉骨砕身尽力をしてこられました。顧問になられてからは、

その豊富な知識、経験をもとにされて、観光客誘致のために雲仙市をＰＲする際や市長トッ

プセールス時の各旅行会社等との連絡調整、中国・台湾等海外へのセールス等を積極的に行



っていただいております。 

 また、そのほかにも雲仙市修学旅行誘致プロジェクトチームの立ち上げや市と市内観光

団体、旅館、ホテル間との連絡調整、それと職員に対するノウハウの指導、それから私たち

への助言等、大変さまざまな業務をしていただいております。（「要するに続けられるのか。」

と言う者あり） 

○議長（井上武久君） 町田副市長。 

◎副市長（町田義博君） 顧問については、先ほど観光物産まちづくり推進本部長言いまし

たとおり、昨年度で任期つきの職員が切れております。1 年間、平成 24 年度顧問として継

続をしておりましたけど、本人の意思が、もう継続をしないというような意思でございます

ので、来年度は置かないという、こういうことになります。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） じゃあ本人の辞退があったから、この顧問席はないということです

か。もう席はないということなんでしょう。本人が希望されようが希望されまいが。 

○議長（井上武久君） 町田副市長。 

◎副市長（町田義博君） 平野利和議員は今の顧問についてお話があった（「顧問の席。」と

言う者あり）顧問の席については、今後、担当部署と利用を活用といいますか、どういうも

のをまた求めていくか、そういうもので今後はまた研究、検討されるという、こういうつも

りでございます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） じゃあ顧問の席はあるんですね。どなたかそこに座られるというこ

とですね。 

 ここに観光振興顧問設置要綱というのがあります。平成 24 年 4 月 1 日から施行するとい

うこと、確かに去年 4 月からあります。顧問任命権者の命を受け、次に掲げる職務を行う。

さっき、るるおっしゃいました。私が観光課に出向くと、そういう行動をされてるのか、私

にはちょっと見えないんです。席に座っておられるだけで、大変失礼ですけども。そういう

ことで、どういうふうな、前市長が本当にこの、旅行会社から抜てきされて連れてこられた

んでしょうけども、去年退職をされました。しかし、再度こういう顧問の席を設けられて観

光の振興のために尽力してほしいということでこのポストが設けられたと私は認識してお

ります。ただ、その活動が目に見えないんです。私はそういうふうに思っています。 

今おっしゃいましたけども。 

 ここに観光物産のホームページの、ずっとあります。これは、この顧問の席の仕事が目に

見えてません。そういう実績はあるのかないのか。そこに、例えばここに載せられるような、

以前、奥村市長と山野教育次長が和歌山に行かれたときに一緒に載ってらっしゃることは

ホームページで見ました。私はそこしか見てません。だから、本当にこの、顧問の席をどう

いう意図でつくられたのか、私はそこが疑問なんですが、副市長、どうですか。 

○議長（井上武久君） 町田副市長。 



◎副市長（町田義博君） 確かに、昨年まで任期づけということで 65 歳まで勤めていただ

きました。旅行会社出身でありまして、かなりこの観光にたけておられました。そういう中

で、やはり海外との友好関係については顧問の力が大変あっただろうと思っております。 

 先ほど言いましたとおり、昨年で一応任期つきの期限が切れて、あと 1 年、設置要綱で設

置をしておりましたけれども、この設置要綱については継続と、1 年 1 年で切れますので、

平成 25 年度については今、切るということにしております。（「えっ。」と言う者あり）切る

という。（「切る。」と言う者あり）はい。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） じゃあ 1 年 1 年だから実績が上がろうが上がるまいが、平成 25 年

度はもう設置しませんよというとこの話なんですね。それはそれでいいんですけども、私が

言ってるのは、せっかくそういう席を設けたんであれば、この雲仙市の観光のために御尽力

をしていただくべきだろうということを思っております。 

 ここに、第 6 条に報酬のことがあります。これは顧問が特に顕著な業績を上げたと認め

られる場合、顧問業績手当を支給すると。恐らく出ております。これはボーナスという形、

私たちはとっていいと思ってるんですが、これは顕著なことが認められた場合とあります

ので、大変本当に失礼なんですが、何をされてたか、私は本当に見えませんでした。本当に

この、何度も言いますけども、せっかくこのポストをつくられて設置されても、ベテランで

すよ、その方の力を引き出すのは、やっぱり皆さん方がそういう意味で資するべきだったと

私は思っておるんで、このことを取り上げました。本当、大変失礼なことを、前の顧問には

失礼なんですが、でもやっぱり、せっかくポストを設けたんであれば、税金ですので、税金

で設けられたんであれば、やっぱり活用を、皆さんの目に見えるような。観光、旅館とかそ

ういう組合の方たちがどう判断をされてるかわかりませんが、やっぱりそういう意味でい

けば、ポストを重要なことで考えていただかないといけないなと私は思っております。 

 何度も申しわけないんですけどね、島原市とか南島原市とかは観光客誘致のために積極

的に長崎新聞とかいろんなのに出てます。例えば農家民泊とか。雲仙市のそういう発信が私

は見られないんですよ。もう観光客は減っていくばかりです。観光だけじゃないとおっしゃ

る方もいらっしゃると思いますが、やっぱり雲仙市は観光なんです。旅館業者いっぱいいら

っしゃいます。なれば、やっぱり目に見える形で頑張ってほしいと思うんですが、観光物産

まちづくり推進本部長。 

○議長（井上武久君） 岸川観光物産まちづくり推進本部長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（岸川孝君） 情報発信が十分かと言われたら、そういう

ことでは十分とは申せないかもしれませんけども、平野議員が持っていらっしゃるホーム

ページへの掲載、それと最近フェイスブック等でも御紹介をしたり、それとあと新聞にも積

極的に投げ込みはしてるんですけども、投げ込み方が悪いのか、若干取り上げられていない

という面もあろうかと思いますけども、今後とも積極的に情報の発信については進めてま

いりたいと思っております。 



○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 取り上げられない。積極的にとにかく発信をすることが大事だと思

いますので、ぜひお願いいたします。 

 最後に、資源回収ボックスの設置を提案いたします。島原市は使い古しの携帯電話、ラジ

カセ、電卓、回収ボックスを公共施設、公民館とか市役所とかに設置して資源を回収してお

ります。少しではありますが利益となっております。若干ですが。雲仙市も自主財源が 23％

ぐらいしかありませんので、設置すれば、少しではありますが、財源になると考えますが、

設置を考えませんか。環境改善にも寄与すると思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（井上武久君） 菅市民生活部長。 

◎市民生活部長（菅勇二君） この件につきましては、この再資源化の促進に関する法律と

いうのが 4 月 1 日から施行になるわけでございます。そういったことを受けて、再資源化

のための収集を、現在も過去もやってきております。これはうちでは県央の組合が不燃物の

収集ということでやってきて、そこの中に、この法律で言います 96 品目の小型電子機器の

部分を一緒に今入れて収集をやっておりますので、特に 4 月 1 日からは総合支所、それか

らこの本所、ここにも小さい小型の設置ボックスを設けてＰＲをさせていただこうという

ふうに考えております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） ありがとうございました。終わります。 

○議長（井上武久君） せっかくですから、私からですけど、岸川観光物産まちづくり推進

本部長、観光振興に非常にたけていらっしゃる中山前観光物産まちづくり推進部長を、この

1 年間、どのような使い方をいわばしてきたのか、あなたがね。市民にちょっと説明して。

岸川観光物産まちづくり推進本部長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（岸川孝君） 中山顧問につきましては 3 月までは観光

物産まちづくり推進本部長として、4 月からは観光振興顧問として着任をしていただきまし

たけども、それまで 5 カ年間、雲仙市の。 

○議長（井上武久君） いや、この 1 年間にどういった仕事をしていただいたのって。岸川

観光物産まちづくり推進本部長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（岸川孝君） 5 カ年間行政に携わって、もう雲仙市観光

行政については十分御認識があられて、それに基づいて、海外、国内の誘客のために何をす

べきかというのを十分御認識であったというふうに思っておりますので、先ほども申しま

したような形で、実績で申しましたけども、顧問にいろんな業務をしていただいたところで

ございます。 

○議長（井上武久君） 個別には。（「効果はあったのかどうかということを聞きよる。」と

言う者あり）岸川観光物産まちづくり推進本部長。 

◎観光物産まちづくり推進本部長（岸川孝君） 効果は十分あっております。例えば先ほど

ホームページに。 



○議長（井上武久君） よか、もう。 

 これで、4 番、平野利和議員の質問を終わります。 


